
191202版
中部地方整備局

頁 １９０９２０版 頁 １９１２０２版

1
配置予定管理技術者の
業務実績に関する要件

49、
85、
122

・配置予定技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研
究、企画、設計、　　分析、評価、著述等を提出す場合は、業務実
績を明らかにするために「業務の概要（Ａ４版１枚程度）」及び「業
務における立場と役割（Ａ４版３枚以　　内）」を提出すること。

49、
85、
122

・配置予定技術者の業務実績として､受発注者の立場で行った請
負業務の実績※の他、関連する調査、計画、研究、企画、設計、
分析、評価、著述等の具体的な業務を同種又は類似業務として
認める。※発注者の立場で行った請負業務の実績とは、地方建
設局委託設計業務等調査　　検査事務処理要領第６に該当する
主任調査員相当以上の立場で発注業務のマネジメント経験をし
た実績をいう。なお、当該実績を有する者を、『マネジメント経験
者』という。）

・関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等
を提出する場

2 　＜記載例＞
50、
86、
123

配置予定管理技術者は、平成２１年度以降公示日までに完了し
た同種又は類似業務（再委託による業務、照査技術者の実績は
含まない。）において、１件以上の実績を有していること。なお、設
計共同体による実績の場合、分担業務の実績を実績として認め
る。ただし、業務の実績のうち地方整備局委託業務等成績評定
要領に基づく業務成績が６０点未満の場合は実績として認めな
い。
　業務実績は、受発注者の立場で行った請負業務の実績※の
他、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等
の具体的な業務を同種又は類似業務として認める。
   同種業務：○○○○○○○○
   類似業務：○○○○○○○○

50、
86、
123

配置予定管理技術者は、平成２１年度以降公示日までに完了し
た同種又は類似業務（再委託による業務、照査技術者の実績は
含まない。）において、１件以上の実績を有していること。なお、設
計共同体による実績の場合、分担業務の実績を実績として認め
る。ただし、業務の実績のうち地方整備局委託業務等成績評定
要領に基づく業務成績が６０点未満の場合は実績として認めな
い。
　業務実績は、受発注者の立場で行った請負業務の実績※の
他、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等
の具体的な業務を同種又は類似業務として認める。
   同種業務：○○○○○○○○
   類似業務：○○○○○○○○
※発注者の立場で行った請負業務の実績とは発注業務のマネジ
メント経験の事を　いう。

（参考）　令和元年度　建設コンサルタント業務等における入札・契約手続きに関するガイドライン　正誤表

NO 修正内容
修正前 修正後
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頁 １９０９２０版 頁 １９１２０２版
NO 修正内容

修正前 修正後

3 業務成績
56、
91、
125

企　業：国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港
湾空港関係を除く）発注業務における過去２年間業種区分毎の平
均業務評定点
技術者：国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港
湾空港関係を除く）発注業務における過去４年間業種区分毎の平
均業務評定点
※過去○年間の切り替えについては、８月１日公示日以降とす
る。

56、
91、
125

企　業：国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港
湾空港関係を除く）発注業務における過去２年間業種区分毎の平
均業務評定点
技術者：国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港
湾空港関係を除く）発注業務における過去４年間業種区分毎の平
均業務評定点
※マネジメント経験者においては、過去１０年間の実績を有してい
れば業務成績として５点を付す。なお、５点の加点は初回受注時
までの措置とする。
※過去○年間の切り替えについては、８月１日公示日以降とす
る。

4
基本事項（技術者）
業務成績

64、
99、
135

①８０点以上
②７９点以上８０点未満
③７８点以上７９点未満
④７７点以上７８点未満
⑤７６点以上７７点未満
⑥７５点以上７６点未満
⑦７４点以上７５点未満
⑧７３点以上７４点未満
⑨７２点以上７３点未満
⑩下記のいずれかの場合
・７１点以上７２点未満
・平成２７年度から３０年度末まで（過去４年間）に､他機関におけ
る同種・類似業務の受注実績がある
⑪下記のいずれかの場合
・６０点以上７１点未満
・平成２７年度から３０年度末まで（過去４年間）に､他機関におけ
る同種・類似業務の受注実績が無い
⑫・６０点未満

64、
99、
135

①８０点以上
②７９点以上８０点未満
③７８点以上７９点未満
④７７点以上７８点未満
⑤７６点以上７７点未満
⑥下記のいずれかの場合
・７５点以上７６点未満
・マネジメント経験者（過去に業務受注実績があるものを除く）
⑦７４点以上７５点未満
⑧７３点以上７４点未満
⑨７２点以上７３点未満
⑩下記のいずれかの場合
・７１点以上７２点未満
・平成２７年度から３０年度末まで（過去４年間）に､他機関におけ
る同種・類似業務の受注実績がある
⑪下記のいずれかの場合
・６０点以上７１点未満
・平成２７年度から３０年度末まで（過去４年間）に､他機関におけ
る同種・類似業務の受注実績が無い
⑫・６０点未満

Ｒ１ 業務ガイドライン正誤表　　（１９１２０２版） 2/　2



191016版
中部地方整備局

頁 １９０９２０版 頁 １９１０１６版

1
１）非特定事項に関する
要件①企画提案書の非
特定事項の修正

54

・原則として、企画提案の評価（基本事項（企業）、基本事項（技術
者）、企画提案書）において満点の６０％に満たない評価値の場
合。 54

・原則として、企画提案の評価（実施方針、業務実施体制、特定
テーマ）において満点の６０％に満たない評価値の場合。

2
６）技術者の幅広い取り組
み姿勢①ＢＩＭ／ＣＩＭ業務
の実績の記載内容修正

57
～
58､
93､
127

①ＢＩＭ／ＣＩＭ業務の実績
平成２９年度から３０年度末までに完了した業務のうち、国土交通
省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関係を除
く）発注のＢＩＭ／ＣＩＭ用業務の管理（主任）技術者または担当技
術者としての実績を有している。
実績の記載様式に定めはないが、業務発注機関及び業務名をＡ
４版１枚に記載し、実施の証明書類（特記仕様書、業務計画書、Ｂ
ＩＭ／ＣＩＭ実施報告書等）の写しを提出すること。
ここでいうＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務とは、『国土交通省が提唱するi-
Construction の取組において、BIM/CIM(Building/Construction
InformationModeling, Management）を活用することによりＩＣＴの全
面的活用を推進し、ＣＩＭモデルの活用による建設生産・管理シス
テム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とする業
務』をいう。

57
～
58､
93､
127

①ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務の実績
平成２９年度から３０年度末までに完了した業務のうち、国土交通
省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関係を除
く）発注の『ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務実施要領』に基づき実施したＢＩ
Ｍ／ＣＩＭ活用業務の管理（主任）技術者または担当技術者として
の実績を有している。
実績の記載様式に定めはないが、業務発注機関及び業務名をＡ
４版１枚に記載し、実施の証明書類（特記仕様書、業務計画書、Ｂ
ＩＭ／ＣＩＭ実施報告書等実施した証明ができるいずれかもしくは
全部の書類）の写しを提出すること。
※ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務実施要領掲載ＵＲＬ
http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/spec_cons_new.html

3

評価項目・配点表
②基本事項（技術者）、幅
広い取り組み姿勢の記載
内容修正

65､
100
､

134

（ＢＩＭ／ＣＩＭ業務の実績を求める場合）
平成２９年度から３０年度末までに完了した業務のうち、国土交通
省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関係を除
く）発注のＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務の管理（主任）技術者または担当
技術者としての実績を評価する。

65､
100
､

134

（ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務の実績を求める場合）
平成２９年度から３０年度末までに完了した業務のうち、国土交通
省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港関係を除
く）発注の『ＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務実施要領』に基づき実施したＢＩ
Ｍ／ＣＩＭ活用業務の管理（主任）技術者または担当技術者として
の実績を評価する。

（参考）　令和元年度　建設コンサルタント業務等における入札・契約手続きに関するガイドライン　正誤表

NO 修正内容
修正前 修正後

Ｒ１ 業務ガイドライン正誤表　　（１９１０１６版） 1/　2



頁 １９０９２０版 頁 １９１０１６版
NO 修正内容

修正前 修正後

4
評価項目・配点表
特定テーマの記載内容修
正

67

的確性
○：既往検討成果や関連する技術基準等に基づく解析手法、検
討手法の提案があり、本業務を遂行するにあたって有効性が高
い場合に優位に評価する。
△：○○の重要度を考慮した提案となっている場合に優位に評価
する、○○の難易度を考慮した提案となっている場合に優位に評
価する、相互に関連する複数の評価テーマ間の整合性が高い場
合は優位に評価し、矛盾がある等整合性が著しく悪い場合は評
価しない。

実現性
○：業務の難易度に応じた高度な解析手法、検討手法の提案が
ある場合に優位に評価する。
△：利用しようとする技術基準、資料が適切な場合に優位に評価
する、提案内容によって想定される事業費が適切な場合に優位
に評価する。

独創性
○：工学的知見に基づく新しい提案がある場合に優位に評価す
る。
△：周辺分野、異分野技術を応用した高度の検討・解析手法の提
案がある場合に優位に評価する、複数の既存技術を統合化する
提案がある場合に優位に評価する、新工法採用の提案がある場
合に優位に評価する。

○：原則設定

67

的確性
●：既往検討成果や関連する技術基準等に基づく解析手法、検
討手法の提案があり、本業務を遂行するにあたって有効性が高
い場合に優位に評価する、○○の重要度を考慮した提案となって
いる場合に優位に評価する、○○の難易度を考慮した提案となっ
ている場合に優位に評価する、相互に関連する複数の評価テー
マ間の整合性が高い場合は優位に評価し、矛盾がある等整合性
が著しく悪い場合は評価しない。

実現性
●：業務の難易度に応じた高度な解析手法、検討手法の提案が
ある場合に優位に評価する、利用しようとする技術基準、資料が
適切な場合に優位に評価する、提案内容によって想定される事
業費が適切な場合に優位に評価する。

独創性
●：工学的知見に基づく新しい提案がある場合に優位に評価す
る、周辺分野、異分野技術を応用した高度の検討・解析手法の提
案がある場合に優位に評価する、複数の既存技術を統合化する
提案がある場合に優位に評価する、新工法採用の提案がある場
合に優位に評価する。

●：当該項目の３項目もしくは４項目の中からいずれか１項目を設
定

Ｒ１ 業務ガイドライン正誤表　　（１９１０１６版） 2/　2



190920版
中部地方整備局

頁 １９０８０１版 頁 １９０９２０版

1
企業・技術者信頼度の注
記追記

57
※中国地方整備局局長表彰は、事務所長表彰と同等の評価とす
る。 57

※関東・中部・中国地方整備局部長表彰は、事務所長表彰と同
等の評価とする。

2
技術者の幅広い取り組み
姿勢の評価対象修正

58
93
127

②新技術の活用実績
平成２９年度から平成３０年度末までに実施した業務の履行にあ
たり、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録された新技術を
活用し、活用効果調査表等を提出した業務の管理（主任）技術者
または担当技術者としての実績を有している。

58
93
127

②新技術の活用実績
平成２９年度から平成３０年度末までに実施した業務（土木コンサ
ルタント業務、測量、地質調査業務）の履行にあたり、新技術情報
提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録された新技術を活用し、活用効果
調査表等を提出した業務の管理（主任）技術者または担当技術者
としての実績を有している。なお、実績は発注業務と同種業務で
なくても良い。

3
技術者の幅広い取り組み
姿勢の評価対象修正

58
93
127

③学会誌などへの投稿の実績
公示日より過去１年間で、別表に示す業務に関連した団体が発
行する学会誌や協会誌等の冊子へのレポートなどの執筆や投
稿、発表論文などの実績を有している。なお、連名、共著も含むも
のとする。ただし、社内報への投稿や自社主催の社内論文につい
ては評価しない。

58
93
127

③学会誌などへの投稿の実績
公示日より過去１年間で、公益法人（公益社団法人および公益財
団法人）、国立研究開発法人並びに別表に示す団体が発行する
学会誌や協会誌等の冊子へのレポートなどの執筆や投稿、発表
論文などの実績（連名、共著も含む。）を有している。なお、実績
は土木コンサルタント業務、測量、地質調査業務、補償コンサルタ
ント業務の業種に関連した内容に限るものとするが、発注業務と
同業種でなくても良い。ただし、社内報への投稿や自社主催の社
内論文については評価しない。

4
「③学会誌などへの投稿
の実績」の内容変更に伴
う一覧表の修正

59
94
128

別表（業務に関連した団体一覧表）
公益法人名及び土質・地質技術者生涯学習協議会

59
94
128

別表（業務に関連した団体一覧表）
公益法人名の消去及び土質・地質技術者生涯学習協議会の構
成団体表示

5
業務成績の評価対象の
修正

91
125

企業：中部地方整備局（港湾空港関係を除く）発注業務における
過去２年間業種区分毎の平均業務評定点
技術者：中部地方整備局（港湾空港関係を除く）発注業務におけ
る過去４年間業種区分毎の平均業務評定点 91

125

企業：中部地方整備局（港湾空港関係を除く）発注業務（中部地
方整備局以外で契約手続きを行った連記業務を含む）における過
去２年間業種区分毎の平均業務評定点
技術者：中部地方整備局（港湾空港関係を除く）発注業務（中部
地方整備局以外で契約手続きを行った連記業務を含む）における
過去４年間業種区分毎の平均業務評定点

（参考）　令和元年度　建設コンサルタント業務等における入札・契約手続きに関するガイドライン　正誤表

NO 修正内容
修正前 修正後

Ｒ１ 業務ガイドライン正誤表　　（１９０９２０版） 1/　2



頁 １９０８０１版 頁 １９０９２０版
NO 修正内容

修正前 修正後

6
企業・技術者信頼度
の注記追記

92

－

92

※部長表彰は、事務所長表彰と同等の評価とする。

7

②基本事項（技術者）技
術者の幅広い取り組み姿
勢の内容変更に伴う評価
表の修正

65
100
134

（表中）新技術の活用実績
平成２９年度から平成３０年度末までに実施した業務の履行にあ
たり、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録された新技術を
活用し、活用効果調　査表等を提出した業務の管理（主任）技術
者または担当技術者としての実績を評価する。

65
100
134

（表中）新技術の活用実績
平成２９年度から平成３０年度末までに実施した業務（土木コンサ
ルタント業務、測量、地質調査業務）の履行にあたり、新技術情報
提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録された新技術を活用し、活用効果
調査表等を提出した業務の管理（主任）技術者または担当技術者
としての実績を有している。なお、実績は当該業務と同種業務で
なくても良い。

8

②基本事項（技術者）技
術者の幅広い取り組み姿
勢の内容変更に伴う評価
表の修正

65
100
134

（表中）学会誌などへの投稿の実績
公示日より過去１年間で、業務内容（建設コンサルタント、測量、
地質調査、補償コンサルタント）に関連した学会誌や協会誌等の
冊子へのレポートなどの執筆や投稿、発表論文などの実績を評
価する。なお、連名、共著も含むものとする。

65
100
134

（表中）学会誌などへの投稿の実績
公示日より過去１年間で、学会誌や協会誌等の冊子へのレポート
などの執筆や投稿、発表論文などの実績（連名、共著も含む。）を
有している。なお、実績は土木コンサルタント業務、測量、地質調
査業務、補償コンサルタント業務の業種に関連した内容に限るも
のとするが、当該業務と同業種でなくても良い。ただし、社内報へ
の投稿や自社主催の社内論文については評価しない。

9
①基本事項（企業）評価
表の修正

97
131

（表中）業務成績
平成２９年度から３０年度末までに（過去２年間）完了した業務の
うち、中部地方整備局（港湾空港関係を除く）発注業務の「土木関
係建設コンサルタント業務」の平均業務評定点を下記の順位で評
価する。

97
131

（表中）業務成績
平成２９年度から３０年度末までに（過去２年間）完了した業務の
うち、中部地方整備局（港湾空港関係を除く）発注業務（中部地方
整備局以外で契約手続きを行った連記業務を含む）の「土木関係
建設コンサルタント業務」の平均業務評定点を下記の順位で評価
する。

10
②基本事項（技術者）評
価表の修正

99
133

（表中）業務成績
平成２７年度から３０年度末までに（過去４年間）完了した業務の
うち、中部地方整備局（港湾空港関係を除く）発注業務の「土木関
係建設コンサルタント業務」の平均業務評定点を下記の順位で評
価する。

99
133

（表中）業務成績
平成２７年度から３０年度末までに（過去４年間）完了した業務の
うち、中部地方整備局（港湾空港関係を除く）発注業務（中部地方
整備局以外で契約手続きを行った連記業務を含む）の「土木関係
建設コンサルタント業務」の平均業務評定点を下記の順位で評価
する。

11 誤記修正 152

１．低入札価格調査

（表中）地質調査業務④
諸経費の額に10分の4.5を乗じて得た額

152

１．低入札価格調査

（表中）地質調査業務④
諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
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